
  

一 

令和 6 年 3 月 29 日（金曜日） 千 葉 県 報 号外第１７号 
      

 
 

主 
 

要 
 

目 
 

次 

 
 

規 
 

則 

○ 

千
葉
県
庁
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一 

○ 

立
入
検
査
等
の
際
に
携
帯
す
る
職
員
の
身
分
を
示
す
証
明
書
の
様
式
の
特
例
に
関
す
る
規
則 

 
 

 

 
 

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一 

○ 

住
民
基
本
台
帳
法
に
基
づ
く
本
人
確
認
情
報
の
利
用
及
び
提
供
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の 

 
 

 

 
 

一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一 

○ 

使
用
料
及
び
手
数
料
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二 

 
 

告 
 

示 

○ 

平
成
十
三
年
千
葉
県
告
示
第
千
三
十
四
号
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二 

○ 

条
例
に
よ
る
事
務
処
理
の
特
例
に
係
る
市
町
村
交
付
金
交
付
要
綱
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 

 

二 

○ 

千
葉
県
私
立
幼
稚
園
経
常
費
補
助
金
交
付
要
綱
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 

 
 

 
 

 
 

 
 

二 

○ 

千
葉
県
私
立
幼
稚
園
等
特
別
支
援
教
育
経
費
補
助
金
交
付
要
綱
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 

 
 

三 

○ 

千
葉
県
私
立
学
校
経
常
費
補
助
金
交
付
要
綱
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三 

○ 

千
葉
県
私
立
幼
稚
園
教
育
振
興
事
業
補
助
金
交
付
要
綱
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 

 
 

 
 

 

四 

○ 

千
葉
県
私
立
幼
稚
園
特
別
支
援
教
育
振
興
事
業
補
助
金
交
付
要
綱
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 

 

五 

 
 

訓 
 

令 

○ 

千
葉
県
行
政
文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

五 

規

則 

 

千
葉
県
庁
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
䣎 

 
 

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

千
葉
県
規
則
第
二
十
一
号 

 
 

 

千
葉
県
庁
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

千
葉
県
庁
議
規
則
䥹
昭
和
四
十
三
年
千
葉
県
規
則
第
十
七
号
䥺
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
䣎 

 

第
二
条
第
三
項
中
䣓
地
域
づ
く
り
担
当
部
長
䣔
の
下
に
䣓
䣍
交
通
担
当
部
長
䣔
を
加
え
る
䣎 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
䣍
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
䣎 

  

立
入
検
査
等
の
際
に
携
帯
す
る
職
員
の
身
分
を
示
す
証
明
書
の
様
式
の
特
例
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
䣎 

 
 

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

千
葉
県
規
則
第
二
十
二
号 

 
 

 

立
入
検
査
等
の
際
に
携
帯
す
る
職
員
の
身
分
を
示
す
証
明
書
の
様
式
の
特
例
に
関
す
る
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則 

 

立
入
検
査
等
の
際
に
携
帯
す
る
職
員
の
身
分
を
示
す
証
明
書
の
様
式
の
特
例
に
関
す
る
規
則
䥹
令
和
五

年
千
葉
県
規
則
第
十
号
䥺
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
䣎 

 

本
則
中
䣓
規
則
䣔
の
下
に
䣓
そ
の
他
の
規
程
䣔
を
加
え
る
䣎 

 

第
二
十
五
号
を
第
二
十
八
号
と
し
䣍
第
十
五
号
か
ら
第
二
十
四
号
ま
で
を
三
号
ず
つ
繰
り
下
げ
䣍
第
十

四
号
を
第
十
六
号
と
し
䣍
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
䣎 

 

十
七 

千
葉
県
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
条
例
䥹
平
成
八
年
千
葉
県
条
例
第
一
号
䥺
第
二
十
四
条
第
一
項 

 

第
十
三
号
を
第
十
五
号
と
し
䣍
第
八
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
下
げ
䣍
第
七
号
を
第
八

号
と
し
䣍
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
䣎 

 

九 

特
定
都
市
河
川
浸
水
被
害
対
策
法
䥹
平
成
十
五
年
法
律
第
七
十
七
号
䥺
第
四
十
二
条
第
一
項
及
び

第
七
十
四
条
第
一
項
並
び
に
第
七
十
七
条
第
一
項 

 

第
六
号
を
第
七
号
と
し
䣍
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
䣍
第
一
号
と
し
て
次
の
一

号
を
加
え
る
䣎 

 

一 

農
業
協
同
組
合
法
䥹
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
三
十
二
号
䥺
第
九
十
四
条
第
一
項
か
ら
第
五
項
ま

で 

 

本
則
に
次
の
二
号
を
加
え
る
䣎 

 

二
十
九 

千
葉
県
飲
酒
運
転
の
根
絶
を
実
現
す
る
た
め
の
条
例
䥹
令
和
三
年
千
葉
県
条
例
第
五
十
五

号
䥺
第
十
五
条
第
一
項 

 

三
十 

千
葉
県
特
定
再
生
資
源
屋
外
保
管
業
の
規
制
に
関
す
る
条
例
䥹
令
和
五
年
千
葉
県
条
例
第
三
十

号
䥺
第
二
十
一
条
第
一
項 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
䣍
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
䣎 

  
住
民
基
本
台
帳
法
に
基
づ
く
本
人
確
認
情
報
の
利
用
及
び
提
供
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
䣎 

 
 

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

千
葉
県
規
則
第
二
十
三
号 

 
 

 

住
民
基
本
台
帳
法
に
基
づ
く
本
人
確
認
情
報
の
利
用
及
び
提
供
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則 

 

住
民
基
本
台
帳
法
に
基
づ
く
本
人
確
認
情
報
の
利
用
及
び
提
供
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
䥹
平
成
二
十

毎
週
火
・
金
曜
日
定
例
発
行 

令

和

6

年

3 

月

29

日 

号 
 

外 

 



 
 

 

二 

千 葉 県 報 号外第１７号 令和 6 年 3 月 29 日（金曜日） 

五
年
千
葉
県
規
則
第
三
号
䥺
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
䣎 

 
別
表
第
二
中
䣓
第
七
条
䣔
を
䣓
第
八
条
䣔
に
改
め
䣍
同
表
住
基
条
例
別
表
第
二
公
安
委
員
会
の
項
事
務

の
欄
の
規
則
で
定
め
る
事
務
の
項
に
次
の
二
号
を
加
え
る
䣎 

 

五 
法
第
百
一
条
の
七
第
二
項
の
通
知
の
対
象
と
な
る
者
の
生
存
の
事
実
又
は
氏
名
若
し
く
は
住
所
の

変
更
の
事
実
の
確
認 

 

六 

法
第
百
二
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
命
令
の
対
象
と
な
る
者
の
生
存
の
事
実
又
は
氏
名
若
し

く
は
住
所
の
変
更
の
事
実
の
確
認 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
䣍
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
䣎 

  

使
用
料
及
び
手
数
料
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
䣎 

 
 

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

千
葉
県
規
則
第
二
十
四
号 

 
 

 

使
用
料
及
び
手
数
料
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

使
用
料
及
び
手
数
料
条
例
施
行
規
則
䥹
昭
和
三
十
一
年
千
葉
県
規
則
第
二
十
九
号
䥺
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
䣎 

 

附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
䣎 

 

䥹
令
和
六
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
手
数
料
の
納
入
方
法
に
関
す
る
特
例
䥺 

 
 

令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
同
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
䣍
警
備
業
法
䥹
昭
和
四
十
七
年
法
律

第
百
十
七
号
䥺
に
基
づ
く
事
務
に
係
る
手
数
料
の
う
ち
䣍
警
備
業
認
定
更
新
申
請
手
数
料
に
つ
い
て

は
䣍
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
䣍
千
葉
県
収
入
証
紙
で
納
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
䣎 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
䣍
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
䣎 

告

示 

千
葉
県
告
示
第
二
百
六
十
二
号 

 

平
成
十
三
年
千
葉
県
告
示
第
千
三
十
四
号
䥹
知
事
が
所
管
す
る
千
葉
県
情
報
公
開
条
例
第
二
十
八
条
第

一
項
に
規
定
す
る
実
施
機
関
が
定
め
る
法
人
䥺
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
䣎 

 
 

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

 

䣓
公
益
財
団
法
人
千
葉
ヘ
ル
ス
財
団 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

社
会
福
祉
法
人
千
葉
県
社
会
福
祉
事
業
団
䣔 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  

条
例
に
よ
る
事
務
処
理
の
特
例
に
係
る
市
町
村
交
付
金
交
付
要
綱
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ

う
に
定
め
る
䣎 

 
 

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

千
葉
県
告
示
第
二
百
六
十
三
号 

 
 

 

条
例
に
よ
る
事
務
処
理
の
特
例
に
係
る
市
町
村
交
付
金
交
付
要
綱
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 

 

条
例
に
よ
る
事
務
処
理
の
特
例
に
係
る
市
町
村
交
付
金
交
付
要
綱
䥹
平
成
十
二
年
千
葉
県
告
示
第
三
百

三
十
六
号
䥺
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
䣎 

 

別
表
第
九
号
を
削
り
䣍
同
表
第
八
号
の
五
中
䣓
第
三
十
五
号
の
五
䣔
を
䣓
第
三
十
六
号
䣔
に
改
め
䣍
同

号
を
同
表
第
九
号
と
し
䣍
同
表
第
八
号
の
四
中
䣓
第
三
十
五
号
の
四
䣔
を
䣓
第
三
十
五
号
の
六
䣔
に
改

め
䣍
同
号
を
同
表
第
八
号
の
六
と
し
䣍
同
表
第
八
号
の
三
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
䣎 

八
の
四 

条
例
別
表
第
三
十
五
号
の
四
上
欄
に

掲
げ
る
事
務 

八
の
五 

条
例
別
表
第
三
十
五
号
の
五
上
欄
に

掲
げ
る
事
務 

条
例
別
表
上
欄
第
三
十
五
号
の
四
イ
及
び
ロ
に

掲
げ
る
事
務
の
処
理
件
数 

条
例
別
表
上
欄
第
三
十
五
号
の
五
イ
及
び
ロ
に

掲
げ
る
事
務
の
処
理
件
数 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
告
示
は
䣍
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
䣎 

  

千
葉
県
私
立
幼
稚
園
経
常
費
補
助
金
交
付
要
綱
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
䣎 

 
 

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

千
葉
県
告
示
第
二
百
六
十
四
号 

 
 

 

千
葉
県
私
立
幼
稚
園
経
常
費
補
助
金
交
付
要
綱
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 

 

千
葉
県
私
立
幼
稚
園
経
常
費
補
助
金
交
付
要
綱
䥹
昭
和
五
十
二
年
千
葉
県
告
示
第
二
百
四
十
三
号
䥺
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
䣎 

 

第
二
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
䣎 

３ 

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
䣍
補
助
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
業
を
行
う
者
䥹
法
人
そ
の
他
の
団
体

に
あ
つ
て
は
䣍
そ
の
役
員
等
䥹
業
務
を
執
行
す
る
社
員
䣍
取
締
役
䣍
執
行
役
若
し
く
は
こ
れ
ら
に
準
ず

る
者
䣍
相
談
役
䣍
顧
問
そ
の
他
の
実
質
的
に
当
該
団
体
の
経
営
に
関
与
し
て
い
る
者
又
は
当
該
団
体
の

業
務
に
係
る
契
約
を
締
結
す
る
権
限
を
有
す
る
者
を
い
う
䣎
以
下
同
じ
䣎
䥺
䥺
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
と
き
は
䣍
当
該
事
業
は
䣍
補
助
の
対
象
と
な
ら
な
い
䣎 

 

一 
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
䥹
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
䥺
第
二

条
第
六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
䥹
以
下
䣓
暴
力
団
員
䣔
と
い
う
䣎
䥺 

 

二 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
行
為
䥹
ロ
又
は
ハ
に
該
当
す
る
行
為
で
あ
つ
て
䣍
法
令
上
の
義
務
の

履
行
と
し
て
す
る
も
の
そ
の
他
正
当
な
理
由
が
あ
る
も
の
を
除
く
䣎
䥺
を
し
た
者
䥹
継
続
的
に
又
は

反
復
し
て
当
該
行
為
を
行
う
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
者
を
除
く
䣎
䥺 

 
 

イ 

自
己
若
し
く
は
他
人
の
不
正
な
利
益
を
図
る
目
的
又
は
他
人
に
損
害
を
加
え
る
目
的
で
䣍
情
を

知
つ
て
䣍
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る

34 

 

を
䣓
公
益
財
団
法
人
千
葉
ヘ
ル
ス
財
団
䣔
に
改
め
る
䣎 



  

三 

令和 6 年 3 月 29 日（金曜日） 千 葉 県 報 号外第１７号 

暴
力
団
䥹
以
下
䣓
暴
力
団
䣔
と
い
う
䣎
䥺
又
は
暴
力
団
員
を
利
用
す
る
行
為 

 
 

ロ 

暴
力
団
の
活
動
を
助
長
し
䣍
又
は
暴
力
団
の
運
営
に
資
す
る
こ
と
と
な
る
こ
と
を
知
り
な
が

ら
䣍
暴
力
団
員
又
は
暴
力
団
員
が
指
定
し
た
者
に
対
し
て
行
う
䣍
金
品
そ
の
他
の
財
産
上
の
利
益

若
し
く
は
便
宜
の
供
与
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
行
為 

 
 

ハ 
県
の
事
務
又
は
事
業
に
関
し
䣍
請
負
契
約
䣍
物
品
を
購
入
す
る
契
約
そ
の
他
の
契
約
の
相
手
方

䥹
法
人
そ
の
他
の
団
体
に
あ
つ
て
は
䣍
そ
の
役
員
等
䥺
が
暴
力
団
員
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が

ら
䣍
当
該
契
約
を
締
結
す
る
行
為 

 

三 

暴
力
団
又
は
暴
力
団
員
と
社
会
的
に
非
難
さ
れ
る
べ
き
関
係
を
有
し
て
い
る
者 

 

第
十
条
を
第
十
一
条
と
し
䣍
第
九
条
を
第
十
条
と
し
䣍
第
八
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
䣎 

 

䥹
暴
力
団
密
接
関
係
者
䥺 

第
九
条 

規
則
第
十
七
条
第
一
項
第
三
号
の
知
事
が
定
め
る
者
は
䣍
第
二
条
第
三
項
第
二
号
又
は
第
三
号

に
該
当
す
る
者
䥹
補
助
事
業
を
行
う
者
が
法
人
そ
の
他
の
団
体
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
䣍
そ
の
役
員

等
が
同
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
法
人
そ
の
他
の
団
体
䥺
と
す
る
䣎 

 

別
記
第
一
号
様
式
中
䣓 

䣔
を
削
り
䣍
䣓 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

䣔
を 

䣓 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

䣔 
 

改
め
る
䣎 

 

別
記
第
二
号
様
式
か
ら
第
五
号
様
式
ま
で
の
規
定
中
䣓 

䣔
を
削
る
䣎 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
告
示
は
䣍
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
䣎 

  

千
葉
県
私
立
幼
稚
園
等
特
別
支
援
教
育
経
費
補
助
金
交
付
要
綱
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う

に
定
め
る
䣎 

 
 

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 
人 

 
 

千
葉
県
告
示
第
二
百
六
十
五
号 

 
 

 

千
葉
県
私
立
幼
稚
園
等
特
別
支
援
教
育
経
費
補
助
金
交
付
要
綱
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 

 

千
葉
県
私
立
幼
稚
園
等
特
別
支
援
教
育
経
費
補
助
金
交
付
要
綱
䥹
昭
和
五
十
四
年
千
葉
県
告
示
第
二
百

五
十
八
号
䥺
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
䣎 

 

第
四
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
䣎 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
䣍
補
助
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
業
を
行
う
者
䥹
法
人
そ
の
他
の
団
体
に

あ
つ
て
は
䣍
そ
の
役
員
等
䥹
業
務
を
執
行
す
る
社
員
䣍
取
締
役
䣍
執
行
役
若
し
く
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る

者
䣍
相
談
役
䣍
顧
問
そ
の
他
の
実
質
的
に
当
該
団
体
の
経
営
に
関
与
し
て
い
る
者
又
は
当
該
団
体
の
業

務
に
係
る
契
約
を
締
結
す
る
権
限
を
有
す
る
者
を
い
う
䣎
以
下
同
じ
䣎
䥺
䥺
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
者
で
あ
る
と
き
は
䣍
当
該
事
業
は
䣍
補
助
の
対
象
と
な
ら
な
い
䣎 

 

一 

暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
䥹
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
䥺
第
二

条
第
六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
䥹
以
下
䣓
暴
力
団
員
䣔
と
い
う
䣎
䥺 

 

二 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
行
為
䥹
ロ
又
は
ハ
に
該
当
す
る
行
為
で
あ
つ
て
䣍
法
令
上
の
義
務
の

履
行
と
し
て
す
る
も
の
そ
の
他
正
当
な
理
由
が
あ
る
も
の
を
除
く
䣎
䥺
を
し
た
者
䥹
継
続
的
に
又
は

反
復
し
て
当
該
行
為
を
行
う
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
者
を
除
く
䣎
䥺 

 
 

イ 

自
己
若
し
く
は
他
人
の
不
正
な
利
益
を
図
る
目
的
又
は
他
人
に
損
害
を
加
え
る
目
的
で
䣍
情
を

知
つ
て
䣍
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る

暴
力
団
䥹
以
下
䣓
暴
力
団
䣔
と
い
う
䣎
䥺
又
は
暴
力
団
員
を
利
用
す
る
行
為 

 
 

ロ 

暴
力
団
の
活
動
を
助
長
し
䣍
又
は
暴
力
団
の
運
営
に
資
す
る
こ
と
と
な
る
こ
と
を
知
り
な
が

ら
䣍
暴
力
団
員
又
は
暴
力
団
員
が
指
定
し
た
者
に
対
し
て
行
う
䣍
金
品
そ
の
他
の
財
産
上
の
利
益

若
し
く
は
便
宜
の
供
与
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
行
為 

 
 

ハ 

県
の
事
務
又
は
事
業
に
関
し
䣍
請
負
契
約
䣍
物
品
を
購
入
す
る
契
約
そ
の
他
の
契
約
の
相
手
方

䥹
法
人
そ
の
他
の
団
体
に
あ
つ
て
は
䣍
そ
の
役
員
等
䥺
が
暴
力
団
員
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が

ら
䣍
当
該
契
約
を
締
結
す
る
行
為 

 

三 

暴
力
団
又
は
暴
力
団
員
と
社
会
的
に
非
難
さ
れ
る
べ
き
関
係
を
有
し
て
い
る
者 

 

第
十
二
条
を
第
十
三
条
と
し
䣍
第
十
一
条
を
第
十
二
条
と
し
䣍
第
十
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
䣎 

 

䥹
暴
力
団
密
接
関
係
者
䥺 

第
十
一
条 

規
則
第
十
七
条
第
一
項
第
三
号
の
知
事
が
定
め
る
者
は
䣍
第
四
条
第
二
項
第
二
号
又
は
第
三

号
に
該
当
す
る
者
䥹
補
助
事
業
を
行
う
者
が
法
人
そ
の
他
の
団
体
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
䣍
そ
の
役

員
等
が
同
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
法
人
そ
の
他
の
団
体
䥺
と
す
る
䣎 

 

別
記
第
一
号
様
式
中
䣓 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

䣔
を 

䣓 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

䣔 
 

改
め
る
䣎 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
告
示
は
䣍
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
䣎 

  
千
葉
県
私
立
学
校
経
常
費
補
助
金
交
付
要
綱
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
䣎 

 
 

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

千
葉
県
告
示
第
二
百
六
十
六
号 

 
 

 

千
葉
県
私
立
学
校
経
常
費
補
助
金
交
付
要
綱
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 

 

千
葉
県
私
立
学
校
経
常
費
補
助
金
交
付
要
綱
䥹
平
成
七
年
千
葉
県
告
示
第
六
百
七
十
七
号
䥺
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
䣎 

 

第
二
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
䣎 

㊞
 

㊞
 

４
 

学
校

法
人

化
確

約
書

 
 

４
 

学
校

法
人

化
確

約
書

 

５
 

誓
約

書
（

千
葉

県
私

立
幼

稚
園

経
常

費
補

助
金

交
付

要
綱

第
２

条
第

３
項

各
号

の
い

ず
れ

に
 

も
該

当
し

な
い

旨
を

誓
約

し
た

も
の

）
及

び
役

員
等

名
簿

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

６
 

学
校

法
人

化
確

約
書

（
学

校
法

人
以

外
の

み
）

 

７
 

誓
約

書
（

千
葉

県
私

立
幼

稚
園

等
特

別
支

援
教

育
経

費
補

助
金

交
付

要
綱

第
４

条
第

２
項

各
 

号
の

い
ず

れ
に

も
該

当
し

な
い

旨
を

誓
約

し
た

も
の

）
及

び
役

員
等

名
簿

 

 
６

 
学

校
法

人
化

確
約

書
（

学
校

法
人

以
外

の
み

）
 



 
 

 

四 

千 葉 県 報 号外第１７号 令和 6 年 3 月 29 日（金曜日） 

３ 

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
䣍
補
助
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
業
を
行
う
学
校
法
人
の
役
員
等
䥹
業

務
を
執
行
す
る
社
員
䣍
取
締
役
䣍
執
行
役
若
し
く
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
䣍
相
談
役
䣍
顧
問
そ
の
他
の

実
質
的
に
当
該
団
体
の
経
営
に
関
与
し
て
い
る
者
又
は
当
該
団
体
の
業
務
に
係
る
契
約
を
締
結
す
る
権

限
を
有
す
る
者
を
い
う
䣎
以
下
同
じ
䣎
䥺
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
と
き
は
䣍

当
該
事
業
は
䣍
補
助
の
対
象
と
な
ら
な
い
䣎 

 

一 

暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
䥹
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
䥺
第
二

条
第
六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
䥹
以
下
䣓
暴
力
団
員
䣔
と
い
う
䣎
䥺 

 

二 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
行
為
䥹
ロ
又
は
ハ
に
該
当
す
る
行
為
で
あ
䣬
て
䣍
法
令
上
の
義
務
の

履
行
と
し
て
す
る
も
の
そ
の
他
正
当
な
理
由
が
あ
る
も
の
を
除
く
䣎
䥺
を
し
た
者
䥹
継
続
的
に
又
は

反
復
し
て
当
該
行
為
を
行
う
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
者
を
除
く
䣎
䥺 

 
 

イ 

自
己
若
し
く
は
他
人
の
不
正
な
利
益
を
図
る
目
的
又
は
他
人
に
損
害
を
加
え
る
目
的
で
䣍
情
を

知
䣬
て
䣍
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る

暴
力
団
䥹
以
下
䣓
暴
力
団
䣔
と
い
う
䣎
䥺
又
は
暴
力
団
員
を
利
用
す
る
行
為 

 
 

ロ 

暴
力
団
の
活
動
を
助
長
し
䣍
又
は
暴
力
団
の
運
営
に
資
す
る
こ
と
と
な
る
こ
と
を
知
り
な
が

ら
䣍
暴
力
団
員
又
は
暴
力
団
員
が
指
定
し
た
者
に
対
し
て
行
う
䣍
金
品
そ
の
他
の
財
産
上
の
利
益

若
し
く
は
便
宜
の
供
与
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
行
為 

 
 

ハ 

県
の
事
務
又
は
事
業
に
関
し
䣍
請
負
契
約
䣍
物
品
を
購
入
す
る
契
約
そ
の
他
の
契
約
の
相
手
方

䥹
法
人
そ
の
他
の
団
体
に
あ
䣬
て
は
䣍
そ
の
役
員
等
䥺
が
暴
力
団
員
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が

ら
䣍
当
該
契
約
を
締
結
す
る
行
為 

 

三 

暴
力
団
又
は
暴
力
団
員
と
社
会
的
に
非
難
さ
れ
る
べ
き
関
係
を
有
し
て
い
る
者 

 

第
十
一
条
を
第
十
二
条
と
し
䣍
第
十
条
を
第
十
一
条
と
し
䣍
第
九
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
䣎 

 

䥹
暴
力
団
密
接
関
係
者
䥺 

第
十
条 

規
則
第
十
七
条
第
一
項
第
三
号
の
知
事
が
定
め
る
者
は
䣍
そ
の
役
員
等
が
第
二
条
第
三
項
各
号

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
学
校
法
人
と
す
る
䣎 

 

別
記
第
一
号
様
式
中
䣓 

䣔
を
削
り
䣍
䣓 

 
 

 
 

 
 

 
 

䣔
を 

䣓 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
に 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

䣔 
 

改
め
る
䣎 

 

別
記
第
二
号
様
式
か
ら
第
七
号
様
式
ま
で
の
規
定
中
䣓 

䣔
を
削
る
䣎 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
告
示
は
䣍
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
䣎 

  

千
葉
県
私
立
幼
稚
園
教
育
振
興
事
業
補
助
金
交
付
要
綱
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
䣎 

 
 

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

千
葉
県
告
示
第
二
百
六
十
七
号 

 
 

 

千
葉
県
私
立
幼
稚
園
教
育
振
興
事
業
補
助
金
交
付
要
綱
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 

 

千
葉
県
私
立
幼
稚
園
教
育
振
興
事
業
補
助
金
交
付
要
綱
䥹
平
成
十
六
年
千
葉
県
告
示
第
八
百
四
十
九

号
䥺
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
䣎 

 

第
三
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
䣎 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
䣍
補
助
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
業
を
行
う
者
䥹
法
人
そ
の
他
の
団
体
に

あ
䣬
て
は
䣍
そ
の
役
員
等
䥹
業
務
を
執
行
す
る
社
員
䣍
取
締
役
䣍
執
行
役
若
し
く
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る

者
䣍
相
談
役
䣍
顧
問
そ
の
他
の
実
質
的
に
当
該
団
体
の
経
営
に
関
与
し
て
い
る
者
又
は
当
該
団
体
の
業

務
に
係
る
契
約
を
締
結
す
る
権
限
を
有
す
る
者
を
い
う
䣎
以
下
同
じ
䣎
䥺
䥺
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
者
で
あ
る
と
き
は
䣍
当
該
事
業
は
䣍
補
助
の
対
象
と
な
ら
な
い
䣎 

 

一 

暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
䥹
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
䥺
第
二

条
第
六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
䥹
以
下
䣓
暴
力
団
員
䣔
と
い
う
䣎
䥺 

 

二 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
行
為
䥹
ロ
又
は
ハ
に
該
当
す
る
行
為
で
あ
䣬
て
䣍
法
令
上
の
義
務
の

履
行
と
し
て
す
る
も
の
そ
の
他
正
当
な
理
由
が
あ
る
も
の
を
除
く
䣎
䥺
を
し
た
者
䥹
継
続
的
に
又
は

反
復
し
て
当
該
行
為
を
行
う
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
者
を
除
く
䣎
䥺 

 
 

イ 

自
己
若
し
く
は
他
人
の
不
正
な
利
益
を
図
る
目
的
又
は
他
人
に
損
害
を
加
え
る
目
的
で
䣍
情
を

知
䣬
て
䣍
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る

暴
力
団
䥹
以
下
䣓
暴
力
団
䣔
と
い
う
䣎
䥺
又
は
暴
力
団
員
を
利
用
す
る
行
為 

 
 

ロ 

暴
力
団
の
活
動
を
助
長
し
䣍
又
は
暴
力
団
の
運
営
に
資
す
る
こ
と
と
な
る
こ
と
を
知
り
な
が

ら
䣍
暴
力
団
員
又
は
暴
力
団
員
が
指
定
し
た
者
に
対
し
て
行
う
䣍
金
品
そ
の
他
の
財
産
上
の
利
益

若
し
く
は
便
宜
の
供
与
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
行
為 

 
 

ハ 

県
の
事
務
又
は
事
業
に
関
し
䣍
請
負
契
約
䣍
物
品
を
購
入
す
る
契
約
そ
の
他
の
契
約
の
相
手
方

䥹
法
人
そ
の
他
の
団
体
に
あ
䣬
て
は
䣍
そ
の
役
員
等
䥺
が
暴
力
団
員
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が

ら
䣍
当
該
契
約
を
締
結
す
る
行
為 

 

三 

暴
力
団
又
は
暴
力
団
員
と
社
会
的
に
非
難
さ
れ
る
べ
き
関
係
を
有
し
て
い
る
者 

 

第
十
三
条
を
第
十
四
条
と
し
䣍
第
十
二
条
を
第
十
三
条
と
し
䣍
第
十
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え

る
䣎 

 

䥹
暴
力
団
密
接
関
係
者
䥺 

第
十
二
条 

規
則
第
十
七
条
第
一
項
第
三
号
の
知
事
が
定
め
る
者
は
䣍
第
三
条
第
二
項
第
二
号
又
は
第
三

号
に
該
当
す
る
者
䥹
補
助
事
業
を
行
う
者
が
法
人
そ
の
他
の
団
体
で
あ
る
場
合
に
あ
䣬
て
は
䣍
そ
の
役

員
等
が
同
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
法
人
そ
の
他
の
団
体
䥺
と
す
る
䣎 

 

別
記
第
一
号
様
式
中
䣓 

䣔
を
削
り
䣍
䣓 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

䣔
を 

䣓 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

䣔 
 

㊞
 

㊞
 

３
 

資
金

収
支

予
算

書
 

４
 

誓
約

書
（

千
葉

県
私

立
学

校
経

常
費

補
助

金
交

付
要

綱
第

２
条

第
３

項
各

号
の

い
ず

れ
に

も
 

該
当

し
な

い
旨

を
誓

約
し

た
も

の
）

及
び

役
員

等
名

簿
 

３
 

資
金

収
支

予
算

書
 

 

㊞
 

 
３

 
資

金
収

支
予

算
書

（
別

紙
２

）
 

 

３
 

資
金

収
支

予
算

書
（

別
紙

２
）

 

 ４
 

誓
約

書
（

千
葉

県
私

立
幼

稚
園

教
育

振
興

事
業

補
助

金
交

付
要

綱
第

３
条

第
２

項
各

号
の

い
 

ず
れ

に
も

該
当

し
な

い
旨

を
誓

約
し

た
も

の
）

及
び

役
員

等
名

簿
 

 

に 
 



  

五 

令和 6 年 3 月 29 日（金曜日） 千 葉 県 報 号外第１７号 

改
め
る
䣎 

 
別
記
第
二
号
様
式
か
ら
第
六
号
様
式
ま
で
の
規
定
中
䣓 

䣔
を
削
る
䣎 

 
 

 
附 

則 

 

こ
の
告
示
は
䣍
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
䣎 

  

千
葉
県
私
立
幼
稚
園
特
別
支
援
教
育
振
興
事
業
補
助
金
交
付
要
綱
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ

う
に
定
め
る
䣎 

 
 

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

千
葉
県
告
示
第
二
百
六
十
八
号 

 
 

 

千
葉
県
私
立
幼
稚
園
特
別
支
援
教
育
振
興
事
業
補
助
金
交
付
要
綱
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 

 

千
葉
県
私
立
幼
稚
園
特
別
支
援
教
育
振
興
事
業
補
助
金
交
付
要
綱
䥹
平
成
十
六
年
千
葉
県
告
示
第
八
百

五
十
号
䥺
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
䣎 

 

第
四
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
䣎 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
䣍
補
助
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
業
を
行
う
者
䥹
法
人
そ
の
他
の
団
体
に

あ
䣬
て
は
䣍
そ
の
役
員
等
䥹
業
務
を
執
行
す
る
社
員
䣍
取
締
役
䣍
執
行
役
若
し
く
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る

者
䣍
相
談
役
䣍
顧
問
そ
の
他
の
実
質
的
に
当
該
団
体
の
経
営
に
関
与
し
て
い
る
者
又
は
当
該
団
体
の
業

務
に
係
る
契
約
を
締
結
す
る
権
限
を
有
す
る
者
を
い
う
䣎
以
下
同
じ
䣎
䥺
䥺
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
者
で
あ
る
と
き
は
䣍
当
該
事
業
は
䣍
補
助
の
対
象
と
な
ら
な
い
䣎 

 

一 

暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
䥹
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
䥺
第
二

条
第
六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
䥹
以
下
䣓
暴
力
団
員
䣔
と
い
う
䣎
䥺 

 

二 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
行
為
䥹
ロ
又
は
ハ
に
該
当
す
る
行
為
で
あ
䣬
て
䣍
法
令
上
の
義
務
の

履
行
と
し
て
す
る
も
の
そ
の
他
正
当
な
理
由
が
あ
る
も
の
を
除
く
䣎
䥺
を
し
た
者
䥹
継
続
的
に
又
は

反
復
し
て
当
該
行
為
を
行
う
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
者
を
除
く
䣎
䥺 

 
 

イ 

自
己
若
し
く
は
他
人
の
不
正
な
利
益
を
図
る
目
的
又
は
他
人
に
損
害
を
加
え
る
目
的
で
䣍
情
を

知
䣬
て
䣍
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る

暴
力
団
䥹
以
下
䣓
暴
力
団
䣔
と
い
う
䣎
䥺
又
は
暴
力
団
員
を
利
用
す
る
行
為 

 
 

ロ 

暴
力
団
の
活
動
を
助
長
し
䣍
又
は
暴
力
団
の
運
営
に
資
す
る
こ
と
と
な
る
こ
と
を
知
り
な
が

ら
䣍
暴
力
団
員
又
は
暴
力
団
員
が
指
定
し
た
者
に
対
し
て
行
う
䣍
金
品
そ
の
他
の
財
産
上
の
利
益

若
し
く
は
便
宜
の
供
与
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
行
為 

 
 

ハ 

県
の
事
務
又
は
事
業
に
関
し
䣍
請
負
契
約
䣍
物
品
を
購
入
す
る
契
約
そ
の
他
の
契
約
の
相
手
方

䥹
法
人
そ
の
他
の
団
体
に
あ
䣬
て
は
䣍
そ
の
役
員
等
䥺
が
暴
力
団
員
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が

ら
䣍
当
該
契
約
を
締
結
す
る
行
為 

 

三 

暴
力
団
又
は
暴
力
団
員
と
社
会
的
に
非
難
さ
れ
る
べ
き
関
係
を
有
し
て
い
る
者 

 

第
十
二
条
を
第
十
三
条
と
し
䣍
第
十
一
条
を
第
十
二
条
と
し
䣍
第
十
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
䣎 

 

䥹
暴
力
団
密
接
関
係
者
䥺 

第
十
一
条 

規
則
第
十
七
条
第
一
項
第
三
号
の
知
事
が
定
め
る
者
は
䣍
第
四
条
第
二
項
第
二
号
又
は
第
三

号
に
該
当
す
る
者
䥹
補
助
事
業
を
行
う
者
が
法
人
そ
の
他
の
団
体
で
あ
る
場
合
に
あ
䣬
て
は
䣍
そ
の
役

員
等
が
同
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
法
人
そ
の
他
の
団
体
䥺
と
す
る
䣎 

 

別
記
第
一
号
様
式
中
䣓 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

䣔
を 

䣓 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

䣔 
 

改
め
る
䣎 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
告
示
は
䣍
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
䣎 

訓

令 

 

千
葉
県
行
政
文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
䣎 

 
 

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

千
葉
県
訓
令
第
六
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

本 
 

庁 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

出
先
機
関 

 
 

 
 

 

千
葉
県
行
政
文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 

千
葉
県
行
政
文
書
規
程
䥹
昭
和
六
十
一
年
千
葉
県
訓
令
第
十
三
号
䥺
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
䣎 

 

別
表
第
二
総
合
企
画
部
の
項
男
女
共
同
参
画
課
の
目
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
䣎 

多
様
性
社
会
推
進
課 

多
社 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

䣓 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

別
表
第
二
商
工
労
働
部
の
項
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

䣔 
 

 

䣓 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

䣔 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
項
流
通
販
売
課
の
目
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
䣎 

販
売
輸
出
戦
略
課 

販
輸 

 

別
表
第
二
農
林
水
産
部
の
項
安
全
農
業
推
進
課
の
目
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
䣎 

環
境
農
業
推
進
課 

環
農 

 

別
表
第
三
千
葉
県
立
市
原
高
等
技
術
専
門
校
の
項
か
ら
千
葉
県
立
障
害
者
高
等
技
術
専
門
校
の
項
ま
で

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
䣎 

千
葉
県
立
市
原
テ
ク
ノ
ス
ク
䤀
ル 

市
テ 

 
 

㊞
 

５
 

障
害

の
あ

る
幼

児
に

対
す

る
教

育
を

行
う

旨
を

明
示

し
た

も
の

 

６
 

誓
約

書
（

千
葉

県
私

立
幼

稚
園

特
別

支
援

教
育

振
興

事
業

補
助

金
交

付
要

綱
第

４
条

第
２

項
 

各
号

の
い

ず
れ

に
も

該
当

し
な

い
旨

を
誓

約
し

た
も

の
）

及
び

役
員

等
名

簿
 

５
 

障
害

の
あ

る
幼

児
に

対
す

る
教

育
を

行
う

旨
を

明
示

し
た

も
の

 
 

観
光
企
画
課 

観
企 

観
光
誘
致
促
進
課 

観
誘 

観
光
政
策
課 

観
政 

 

に
改
め
䣍
同
表
農
林
水
産
部
の 

 
を 

 



 
 

 

六 

千 葉 県 報 号外第１７号 令和 6 年 3 月 29 日（金曜日） 
 

 

千
葉
県
立
船
橋
テ
ク
ノ
ス
ク
䤀
ル 

船
テ 

千
葉
県
立
我
孫
子
テ
ク
ノ
ス
ク
䤀
ル 

我
テ 

千
葉
県
立
旭
テ
ク
ノ
ス
ク
䤀
ル 

旭
テ 

千
葉
県
立
東
金
テ
ク
ノ
ス
ク
䤀
ル 

東
テ 

千
葉
県
立
障
害
者
テ
ク
ノ
ス
ク
䤀
ル 

障
テ 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
訓
令
は
䣍
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
䣎 

                            

                                    

 
 

 

購
読
料 

本
号 

 

一
部 

 
 

 
 

 

一
八
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

発 

行 

者 
 

千
葉
市
中
央
区
市
場
町
一
番
一
号 

 
 

 

千 
 

 
 

 

葉 
 

 
 

 

県 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

購
読
申
込
先 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

〇
四
三
䥹
二
二
三
䥺
二
六
五
八 

 


